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産地連携フォーラム 設置規約 
 

制定 令和７年９月８日 
 
第１条 産地連携フォーラムの概要 
１．「産地連携フォーラム」（以下「本フォーラム」といいます）は、食品企業や生産者等が互いを

知り、知恵を持ち寄り、サプライチェーン全体における川上から川下が集まり、持続可能な原材

料調達を推進する取り組みです。 
２．食品企業や生産者等の産地連携を推進するため、ウェブサイトやオンラインセミナー、メー

ルマガジン等にて、情報発信を行います。 
３．利用者が本フォーラムを入会したことをもって本規約に同意したものとみなします。 
 
第２条 目的 
１．持続的な食料システムの確立に向けて、食品業界を取り巻く多様な関係者との連携の下、食 
品企業や生産者、機会メーカーや種苗メーカーといった産地連携に係る事業者の関係構築、食品

企業や生産者に向けた勉強会による理解の醸成により、原材料の持続的な原材料調達を推進する

ことを目的とします。 
２．本フォーラムは、前条の目的を達成するため次の各号に掲げる内容を実施します。 
（１）食品企業と生産者の産地連携に資する関係機関・関連産業との連携推進に関する活動 
（２）食品企業と生産者の産地連携に資する普及啓発に関する活動 
（３）食品企業と生産者の産地連携に資する調査・情報共有・人材育成に関する活動 
（４）その他事務局が必要と認める活動 
 
第３条 会員 
１．フォーラムは、以下のすべての要件を満たす法人、団体または個人（以下「会員」という。）

で構成します。 
（１） 第２条に定める目的に賛同し、活動に協力すること。 
（２） 参加者として、社名・団体名が本フォーラムホームページで公表されることを了承するこ

と。 
（３） 政治団体、宗教団体、反社会勢力に該当しないこと及び反社会勢力とかかわりを持たない

こと。 
（４） その他、本フォーラムの事務局が不適当と認める事情がないこと。 
２．前項に加え、次のいずれかに該当することを要する。 
（１） 食品、種苗、農業資材、原材料、加工機械、外食産業その他関連分野における製造業者（以

下「メーカー」という）であること。 
（２） 農業の生産または経営に携わる農業者、農業法人、またはこれに類する営農主体であるこ

と。 
（３） 地域における流通支援、販路開拓、加工・集荷等を担う中間支援機関であること。 
（４） 本フォーラムの活動分野に関連する業界団体（業界の協会、連盟、組合その他これに類す
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る団体）であること。 
（５） 大学、研究機関、公的試験研究機関その他本フォーラムの目的に資する学術・技術分野の

教育研究機関であること。 
（６） その他、本フォーラムの活動に対し、実務的・学術的協力が可能であり、本フォーラムの

事務局が適当と認めた法人、団体または個人であること。 
 
第４条 入会・退会 
１．本フォーラムの会員として入会しようとする者は、事務局の指定する方法で申し込むことに

より入会することができます。 
２．会員は、本フォーラムより、事務局の指定する方法で任意に退会することができます。 
 
第５条 会員の権利及び義務 
１．会員は、活動に参加する権利を有します。 
２．会員は次に定める義務を負います。 
（１）本フォーラムの目的を達成するため、本フォーラムが進める活動へ協力する。 
（２）本規約その他本フォーラムの運営に関わる諸規程等を遵守する。 
 
第６条 禁止事項 
１．利用者は、本フォーラムにおいて、次の各号に定める行為またはそれに該当するおそれのあ

る行為を行ってはなりません。 
（１）虚偽または他社の情報を登録する行為。 
（２）著作権等の知的財産権、プライバシー、名誉、肖像権等の権利を侵害する行為。 
（３）業務運営の妨害、誹謗中傷、暴力的な言動や不当な要求に類する行為。 
（４）政治活動、選挙活動、宗教活動またはそれらに類する行為。 
２．前項に定める行為を行った利用者に対して、本フォーラムの利用を停止し、今後の利用を拒

否することができるものとします。 
 
第７条 会員の取消 
１．会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、事務局の判断により当該会員を除名するこ

とができます。 
（１）本規則に違反したとき。 
（２）本フォーラムの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 
（３）その他の会員を取消にすべき正当な事由があるとき。 
 
第８条 会費 
１．会員の会費は無料とします。ウェブサイト閲覧やオンラインセミナー等のデータ通信料や 
メールマガジンの受信料等については、会員負担となります。 
 
第９条 事務局 
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１．本フォーラムの事務局は、会員の協力を得て、農林水産省大臣官房新事業・食品産業部食品

製造課が行います。 
 
第１０条 規約の改定 
１．本規約は、本フォーラムの事務局により、必要に応じて、事前の通知なく改定される場合が

ありますのでご了承ください。 
 

以上 


